
 

 

 
令和７年４月１日から、帯状疱疹予防接種が定期接種となりました。 

これに伴い、帯状疱疹任意接種費用助成事業は終了します。 

令和７年度～令和 11 年度までの５年間は、６５歳～１００歳までの方が５歳刻みで

順次対象者となります。（令和 12 年度からは、６５歳の方のみが対象） 

令和７年度の対象の方には、案内のはがきを送付しますのでご確認ください。 

 

令和 7 年 3 月 31日まで（任意接種）一部助成あり 

接種期間 期間なし 

対象者 日之影町に住民票がある 50 歳以上の方 

種類 
乾燥弱毒性水痘ワクチン 

（生ワクチン） 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 

（不活化ワクチン） 

助成額 
１回費用額の 1/2 

（１回あたり上限４千円） 

１回費用額の 1/2 

（１回あたり上限１万円） 

接種回数 １回接種 2 か月間隔で２回接種 

接種方法 かかりつけ医等での個別接種 

 

 

令和７年 4 月 1 日から（定期接種） 

令和７年度 接種期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

令和７年度 対象者 裏面を参照してください 

種類 
乾燥弱毒性水痘ワクチン 

（生ワクチン） 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 

（不活化ワクチン） 

自己負担額 ２，５００円×１回 ６，５００円×２回 

接種回数 １回接種 2 か月間隔で２回接種 

持参する 

もの 

・健康保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類 

・予診票（保健センター窓口または、郵送にて配布） 

・60 歳以上 65 歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に

障害があり日常生活がほとんど不可能な方に該当される方は、上記に加

えて身体障害者手帳 

接種方法 

県内医療機関（医師会加入）での個別接種 

※予約が必要な医療機関もありますので、個人で予約し接種を受けてく

ださい。 

※県外医療機関での接種を希望される方は、事前に保健センターにご連

絡ください。 

○生活保護世帯の方は接種費用が全額助成されます。 

 

 

（裏面あり） 

 

令和６年度に不活化ワクチンを１回のみ 

接種した方は裏面の注意事項を参照して

ください。 



●令和７年度対象者（接種期間：R７年４月 1 日～R８年 3月 31日） 

年 齢 生  年  月  日 

６５歳 昭和 35（1960）年 4月 2日 ～ 昭和 36（1961）年 4月 1日 

７０歳 昭和 30（1955）年 4月 2日 ～ 昭和 31（1956）年 4月 1日 

７５歳 昭和 25（1950）年 4月 2日 ～ 昭和 26（1951）年 4月 1日 

８０歳 昭和 20（1945）年 4月 2日 ～ 昭和 21（1946）年 4月 1日 

８５歳 昭和 15（1940）年 4月 2日 ～ 昭和 16（1941）年 4月 1日 

９０歳 昭和 10（1933）年 4月 2日 ～ 昭和 11（1934）年 4月 1日 

９５歳 昭和 5（1930）年 4月 2日 ～ 昭和  6（1931）年 4月 1日 

１００歳 大正 14（1925）年 4月 2日 ～ 大正 15（1926）年 4月 1日 

101歳以上 大正 14（1925）年 4月１日以前に生まれた方  ※令和７年度のみ 

 

60歳以上65歳

未満（接種当日） 

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとん

ど不可能な方（概ね身体障害者障害程度等１級に相当します。） 

 

 

・今までに帯状疱疹予防接種を受けたことのある方、ご自身で意思表示ができない方は対象外です。 

・令和６年度に不活化ワクチンを１回のみ接種した方は、令和７年度に限り２回目を助成しますので、該当

の方はご連絡ください。 

・令和７年度定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種

として扱います。 

・帯状疱疹にかかったことがある方も、本人が希望する場合は定期の対象となります。 

・不活化ワクチンの２回目の接種日が定期接種の対象期間外となった場合は、定期接種として認められませ

ん。※不活化ワクチンを接種する場合は、遅くても１回目を対象年度の１月末までに済ませましょう。 

・ワクチンの交互接種はできません。（例：１回目不活化ワクチン、２回目生ワクチン） 

・接種期間以外、また対象年齢以外の方が接種された場合は全額負担となります。 

・この予防接種は、自らの意思で接種を希望する方に実施するものです。個人の重症化予防を目的としてお

り、接種の努力義務はありません。 

・生（水痘）ワクチンと他の注射生ワクチンの接種は２７日以上の間隔をおく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：保健センター☎73-7521 

厚労省 帯状疱疹ワクチン 検 索 

厚生労働省ホームページ 

● 注 意 事 項 ● 

●帯状疱疹ワクチンについての詳しい情報はこちら⇩ 


